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お知らせ拡大版
環境センター在り方検討委員会

答申書を市長に提出
　
12
月
９
日
（
水
）、
高
島
市
環
境
セ

ン
タ
ー
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
高
島
市

環
境
セ
ン
タ
ー
在
り
方
検
討
委
員
会
の

樋ひ
ぐ
ち
た
か
し

口
能
士 

会
長
か
ら
市
長
に
答
申
書

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
答
申
書
で
は
、
環
境
セ
ン
タ
ー
の
現

状
等
を
踏
ま
え
る
と
、
後
継
処
理
施
設

の
整
備
の
必
要
性
を
認
識
し
、
在
り
方

の
方
向
性
と
し
て
「
①
更
新
等
に
至
る

ま
で
の
現
処
理
施
設
に
か
か
る
管
理
運

営
の
在
り
方
」
と
「
②
後
継
処
理
施
設

に
お
け
る
整
備
・
運
営
の
在
り
方
」
の

２
点
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
ま
し
た
。

▼
基
本
的
な
在
り
方

　
ご
み
処
理
を
将
来
に
わ
た
っ
て
引
き
続

き
単
独
で
実
施
す
る
上
で
、
高
島
市
の
人

口
約
５
万
人
は
十
分
な
規
模
と
は
言
い
難

い
。

　
環
境
セ
ン
タ
ー
の
現
状
を
み
る
と
、
近

い
将
来
に
お
け
る
施
設
の
建
替
え
は
避
け

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
設
備
等
へ
の
負
荷

軽
減
の
た
め
に
一
層
の
ご
み
の
減
量
化
と

資
源
化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
安
全
、

安
心
で
、
か
つ
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活

か
し
た
効
率
的
な
ご
み
処
理
施
設
へ
の
転

換
を
早
急
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

▼
更
新
等
に
至
る
ま
で
の
現
処
理
施
設

　
に
か
か
る
管
理
運
営
の
在
り
方

　
今
後
、
10
年
程
度
を
目
途
に
燃
や
せ
る

ご
み
の
処
理
を
後
継
処
理
施
設
に
引
き
継

ぐ
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　
（
特
に
配
慮
を
望
む
事
項
）

①
第
三
者
調
査
委
員
会
の
答
申
を
踏

ま
え
た
改
善
計
画
の
着
実
な
実
施

と
、
情
報
公
開
や
地
域
住
民
へ
の

丁
寧
な
説
明
等
の
継
続
。

②
ご
み
の
総
量
を
減
ら
し
、
維
持
管

理
期
間
の
十
分
な
確
保
に
よ
る
設

備
等
の
機
能
性
能
の
維
持
。

③
運
営
方
式
を
検
討
し
、
現
状
に
適

し
た
方
式
の
採
用
。

環
境
政
策
課

　
（
２
５
）
８
１
２
３

　
市
で
は
、
こ
の
答
申
内
容
を

踏
ま
え
、
現
処
理
施
設
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
し
っ
か
り
と

維
持
管
理
す
る
と
と
も
に
、
将

来
を
見
据
え
た
ご
み
処
理
の
仕

組
み
に
つ
い
て
具
体
的
な
調

査・検
討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

※
答
申
書
の
全
文
、資
料
等
は
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に

な
れ
ま
す
。

　
12
月
24
日
（
木
）
に
、
第
２

回
の
環
境
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営

委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
会
議
で
は
、
環
境
セ
ン
タ
ー

に
お
け
る
管
理
運
営
状
況
の
説

明
の
ほ
か
、
環
境
セ
ン
タ
ー
在

り
方
検
討
委
員
会
か
ら
提
出
さ

れ
た
答
申
書
の
内
容
を
報
告
い

た
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
、
運

営
状
況
の
透
明
化
を
図
り
、
信

頼
回
復
に
努
め
て
ま
い
り
ま

す
。

環
境
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営

委
員
会

答
申
の
概
要▼

後
継
処
理
施
設
に
お
け
る
整
備
・

　
運
営
の
在
り
方

　
後
継
処
理
施
設
の
整
備
の
方
法
と
し
て

は
、
単
独
と
広
域
化
と
の
選
択
肢
が
あ
る

が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
地
元
地

域
と
の
信
頼
関
係
を
優
先
し
た
取
り
組
み

が
重
要
で
あ
る
。

　
（
特
に
配
慮
を
望
む
事
項
）

①
整
備
方
式
は
、
最
近
の
全
国
の
事

例
を
参
考
に
検
討
。
ま
た
、
地
域

に
還
元
で
き
る
シ
ス
テ
ム
の
検
討

と
環
境
対
策
や
防
災
力
を
備
え
た

施
設
整
備
。

②
処
理
方
式
は
、
安
全
性
と
信
頼
性

が
実
績
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
た
焼

却
方
式
を
基
本
に
検
討
。

③
運
営
方
式
は
、
経
費
や
運
転
管
理

技
術
な
ど
を
勘
案
し
、
最
も
適
し

た
運
営
方
式
を
採
用
。
ま
た
、
市

に
よ
る
運
営
監
視
体
制
の
強
化
も

不
可
欠
。

④
国
の
方
針
で
あ
る
ご
み
焼
却
施
設

に
お
け
る
適
正
規
模
の
確
保
も
期

待
で
き
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が

働
き
や
す
い
、
広
域
処
理
の
検
討

が
必
要
。

　高島市消防本部では、４台の救急車で市内で発生したケガ人や病気の方を病院へ搬送して
います。
　搬送された人の半数は入院の必要がない軽症者で、その中には緊急性がないと判断できる
出動も含まれています。
　緊急性のない救急出動が増加すると、本当に緊急で救急車が必要
な人のところへ到着するのが遅れてしまい、救える命が救えなくな
る原因となります。
　緊急性のないケガや病気は、自家用車や一般の交通機関をご利用いただき、救急車の適正
利用についてご理解とご協力をお願いします。

● 今日は入院日だから
● 自家用車がないから
● 早く診察してもらえるから
● タクシーはお金がかかるから
　など

● 意識がない
● 大量の出血を伴うけが
● 吐血や下血がある
● 息苦しい
● けいれんがおさまらない
　など

※上記以外の症状でも、
急いで病院へ行ったほうがよいと
思う場合は迷わず１１９番通報し
てください。

もしもの時焦らないように・・・
高島市ホームページに掲載されています

「生活ガイド→病院・救急→救急車の適
正利用について」
を事前に確認しておいてください。

問消防本部　 （22）1234

救急車を適正に利用してください

　平成27年12月11日付けで野口好子さん（今津町）が選挙管理委員に就任されました。
　任期は、平成 29 年３月 10 日までです。
　前選挙管理委員の白波瀬和子さんには、平成 17 年３月から 10 年９か月の期間、選
挙管理委員として、選挙の適正な管理執行に取り組んでいただきました。長い間ありが
とうございました。

選挙管理委員に、野口さんが就任

高島市選挙管理委員会事務局　 （25）8000

救急車を適正に利用してください

（25）8000

平成 27 年出動件数　２５９８件
救える命を救えない・・・
そんなことにならないように
　適正な利用をお願いします
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国
民
健
康
保
険
は
、
国
・
県
か
ら
の

補
助
金
な
ど
の
他
に
加
入
者
の
皆
さ
ん

が
納
め
る
国
保
税
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
高
齢
化
の
進
展
や
医
療
技

術
の
高
度
化
に
よ
り
医
療
費
は
年
々
増

加
し
、
そ
れ
に
伴
う
保
険
給
付
費
が
膨

ら
む一
方
で
、
高
齢
者
や
非
正
規
労
働

者
な
ど
負
担
能
力
の
低
い
加
入
者
の
割

合
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
税

収
の
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
高
島
市
の
国
民
健
康
保
険
は
継
続
的

な
赤
字
収
支
が
続
い
て
い
て
、
平
成
26

年
度
に
は
「
高
島
市
国
民
健
康
保
険
財

政
安
定
化
資
金
貸
付
基
金
」
か
ら
借
り

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

国
保
を
支
え
る
財
源
が
不
足
し
て
い
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
時
に
安
心
し
て

医
療
や
給
付
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
国
民
健
康

保
険
税
を
出
し
合
い
、
お
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。
今
後
も
安
定

し
た
事
業
運
営
を
行
っ
て
い
く
た
め
、
平
成
28
年
度
も
国
民
健
康
保
険

税
の
税
率
を
改
正
し
ま
す
。

入
れ
を
行
い
ま
し
た
。
平
成
27
年
度
に

つ
い
て
も
借
り
入
れ
な
い
と
赤
字
と
な

る
非
常
に
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
い
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
現
在
の
国

保
税
の
税
率
で
は
、
皆
さ
ん
が
安
心
し

て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
健
全
な
事
業
運

営
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
平
成
27
年
度

に
引
き
続
き
、
税
率
の
改
正
を
行
い
ま

す
。
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
は
こ
れ
ま
で

以
上
の
税
負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
が
、
国
保
財
政
を
取
り
巻
く

厳
し
い
状
況
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご

協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。

▼保険給付費と国保税の年度別推移

0

10 億

20 億

30 億

平成
２０
年度

平成
２１
年度

平成
２２
年度

平成
２３
年度

平成
２４
年度

平成
２５
年度

平成
２６
年度

40 億

50 億
35.1 37.5 37.8 39.4 39.5 40.3 40.8

（単位）億円
保険給付費

国保税

12.7 12.5 12.3 12.2 12.2 12.2 11.8

H20 年度から…
保険給付費（支出）が、約５．７億円増加しているにもかかわらず、
国保税（収入）は、約１億円減少しています。

安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め
に

62016. ２月号

国民健康保険の制度や給付に関すること　　保険年金課　 （２５）８１３７
国民健康保険税の内容や計算に関すること　税務課　　　 （２５）８１１６

資
産
割
を
廃
止
し
ま
す

早
期
発
見
、
早
期
治
療
で

国
保
財
政
の
健
全
化
へ

　
医
療
費
を
抑
え
国
保
会
計
か
ら
負
担
す

る
保
険
給
付
費
を
削
減
す
る
こ
と
は
、
国

保
税
の
引
き
上
げ
の
抑
制
に
つ
な
が
り
ま

す
。
今
後
も
、
先
発
品
よ
り
も
薬
価
が
安

い
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
や
、

早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
よ
る
医
療
費
の

削
減
の
た
め
特
定
健
診
の
受
診
率
向
上
に

努
め
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
国
保
財
政
の
健
全

化
を
目
指
し
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
か
ら
国
保
の
運
営
主
体
が
県
へ
移
行
さ
れ
る

予
定
で
す
。
そ
れ
に
伴
い
県
内
他
市
と
算
定
方
式
を
そ
ろ
え

る
た
め
に
、
平
成
27
年
度
は
資
産
割
額
を
半
分
に
引
き
下
げ
、

平
成
28
年
度
か
ら
資
産
割
額
を
廃
止
し
ま
す
。

※（　）内は平成 27 年度の税率・税額です。
※課税限度額は、税制改正により引き上げが予定されています。

※ これはあくまでも一例であり、実際の税額は各世帯の状況により異なります。
税率改正による影響についても各世帯によって異なりますのでご理解ください。

いく
らに
なる
のか
な？

　改正前（平成２７年度）
　　年税額　４７９, ０００円

　改正後（平成２８年度）
　　年税額　５４２, ０００円

～ モデルケースによる税額の比較 ～

▼平成 28 年度 国保税 税率

項目 項目の説明
医療給付費分 後期高齢者

支援金分 介護納付金分

0 歳以上 75 歳未満 40 歳以上
65 歳未満

所得割額
加入者の前年の所
得（総所得金額等
－ 33 万円）に応じ
て算出

7.9%
（6.8%）

2.6%
（1.9%）

2.4%
（2.0%）

資産割額
加入者の当該年度
の固定資産税額（土
地・家屋）に応じ
て算出

廃　止
（10.0%）

廃　止
（3.5%）

廃　止
（3.5%）

均等割額 加入者 1 人あたり
の額

26,800 円
（25,900 円）

8,600 円
（7,400 円）

11,000 円
（9,800 円）

平等割額 1 世帯あたりの額 21,400 円
（20,800 円）

6,800 円
（6,000 円）

6,000 円
（5,400 円）

課税限度額 52 万円 17 万円 16 万円

▼一人当たり療養諸費費用額（医療費など）

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
！

27.8

29.8 30.2

32.0 32.2
33.3

34.1

（単位）万円

25 万

27 万

29 万

31 万

33 万

35 万

平成
２０
年度

平成
２１
年度

平成
２２
年度

平成
２３
年度

平成
２４
年度

平成
２５
年度

平成
２６
年度

【世帯状況】

加入者：４０歳代夫婦
　　　　と子ども２人
所得金額：３００万
固定資産税：５万円

６３, ０００円
の増額
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税の申告が はじまります
平成
２７
年分

税務課　 （25）8116　今津税務署　 （22）2561

申告期間 ２月16日火   ～３月15日火

市民税・県民税の申告

　平成 28 年度（平成 27 年分）の市民税 ･ 県民
税の申告と平成 27 年分の所得税および復興特別
所得税（所得税等）の確定申告が始まります。
　申告期間中の各会場の受付曜日は右の表のとお
りです。ご都合の良い日、会場をご利用ください。

▼申告が必要な方 ▼申告に必要なもの

●印が受付日です。

８時 30 分～ 11 時 30 分
13 時～ 16 時 30 分

受付時間

曜 日 月 火 水 木 金会場
 市役所税務課 ● ● ● ● ●
 マキノ支所 ● ●
 今津支所 ● ● ●
 朽木支所 ● ●
 安曇川公民館 ● ● ●
 高島支所 ● ●

　平成 28 年１月１日現在、高島市に居住されて
いる方。ただし、次の方を除きます。
①所得税の確定申告を提出した方。
②前年中の所得が給与所得のみで、年末調整を済
ませている方（勤務先から給与支払報告書のあっ
た方に限ります。）

※平成 23 年分の所得申告から、公的年金等の収入
金額が４００万円以下であり、公的年金等に関する
雑所得以外の所得金額が 20 万円以下の場合は、そ
の年分の所得税等の確定申告等は必要ありません。
しかし、市民税・県民税の申告は必要になりますの
でご注意ください。
※所得が全くない方でも、国民健康保険や後期高齢
者医療保険などに加入されている方は申告が必要で
す。また、介護保険、福祉医療、高額医療の申請を
される方や国民年金の免除申請等をされる方につい
ても申告が必要となる場合がありますので、申告期
間中に申告してください。
※所得証明が必要な方は、申告をされていないと発
行できません。

◯申告書用紙（昨年申告された方）
◯印鑑
◯給与所得者
　　　➡　給与所得の源泉徴収票
◯公的年金の受給者
　　　➡　公的年金等の源泉徴収票
◯生命保険料や地震保険料など
　　　➡　支払金額の証明書
◯国民年金保険料・国民年金基金
　　　➡　支払金額の証明書（控除証明書）
◯国民健康保険税（料）および後期高齢医療保険料や

介護保険料の納付金額が確認できる資料
◯医療費控除を受けようとされる方は、平成 27 年

中に支払った医療費の領収書
あらかじめ集計し、支払先が多い場合は「医療費
の明細書」を作成してください。

◯事業所得者
　　　➡　決算書（収支内訳書）
　 営業や農業による収入がある方は、あらかじめご

自分で決算書（収支内訳書）を作成したうえで申
告にお越しください。

◯所得税の還付申告をされる方は、預金通帳口座番
号（申告者名義のもの）

◯その他（申告の内容により必要な書類があります。）

所得税の申告
▼申告が必要な方

◯平成 27 年中の所得の合計が、基礎控除、配偶者控除、
扶養控除などの所得控除の合計額を超える方

◯給与所得がある方で次のいずれかに該当する方
①給与収入金額が 2,000 万円を超える。
②給与を１か所から受けていて、各種の所得金額（給

与所得、退職所得を除く）との合計額が 20 万円を
超える。

③給与を２か所以上から受けていて、年末調整をされ
なかった給与の収入金額と、所得金額（給与所得、
退職所得を除く）との合計額が 20 万円を超える。

※①～③以外の方にも、申告が必要な場合があります。

　給与所得者の還付申告などの簡易な申
告は、市役所でも受け付けています。
　ただし、次に該当する方は今津税務署
で申告してください。
　・（特定増改築等）住宅借入金等特別

控除を受ける方
　・土地や株などの譲渡所得がある方
　・初めて事業所得の申告をされる方
　・青色申告をされる方
　・その他、損失の繰越控除など複雑な

申告をされる方

▼譲渡所得の確定申告
　土地、建物、株式、金

き ん じ が ね
地金等の資産を売却した際に、譲渡益が生じている場合

には、譲渡所得として所得税の課税の対象となります。
　また、平成 25・26 年分の確定申告で「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控
除の特例」の適用を受けるための手続きをされている方は、平成 27 年中に株式
等の譲渡がなかった場合でも、平成 27 年分の確定申告書の提出が必要です。

開　催　日 会　　場 受付時間

★２月４日木 安曇川公民館 ９時～ 11 時 30 分
13 時～ 15 時 30 分

　２月５日金
マキノ支所

９時～ 11 時 30 分
朽木支所

　２月８日月 高島支所 ９時～ 11 時 30 分
13 時～ 15 時 30 分

　２月９日火 今津支所 ９時～ 11 時 30 分

★２月10日水 市役所本庁 ９時～ 11 時 30 分

　農業所得の収支内訳書を作成していただくための相
談会を次の日程で開催します。また、申告期間中は大
変混み合いますので、ぜひこの機会をご利用ください。

▼次のものをお持ちください。
①平成 27 年分収支内訳書の控え
　（内容ごとに集計し、収支内訳書の控に下書きをし

ておいてください。）
②収支内訳書を作成するために集計した帳簿類
③平成 26 年分（前年分）収支内訳書の控
④筆記用具、電卓

　税に関するあらゆる疑問等についての相談会を開催し
ます。市内税理士による相談会です。ぜひこの機会をご
利用ください。
○日程は、上記農業収支の事前相談会の日程の★印の個所です。
※先着順で受付します。

▼農業収支の事前相談会  

▼税理士による税務相談会
今年から新

たに開催

する相談会
です。

ぜひご利用
ください。
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○「財産債務調書」の提出制度が創設されました
　所得税等の確定申告書を提出しなければならない方
で、その年分の総所得金額と山林所得金額の合計額が
２千万円を超え、かつ、その年の 12 月 31 日において、
その価格の合計額が３億円以上の財産またはその価格
の合計額が１億円以上の国外転出特例対象財産を持つ
方は、その財産の種類、数量および価格ならびに債務
の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提
出しなければなりません。
　【提出期限】３月 15 日（火）

○消費税課税事業者の皆さんへ
　次の方は、平成 27 年分の消費税および地方消費税
の申告が必要となります。
①平成 25 年分の課税売上高（収入から消費税が課税
されない収入を差し引いた金額）が１千万円を超える
事業者
②平成 25 年分の課税売上高が１千万円以下であって
も、特定期間（当課税期間の前年（平成 26 年分）の
1 月 1 日～ 6 月 30 日までの期間）の課税売上高（課
税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定す
ることもできます。）が１千万円を超える事業者。
　【申告期限】3 月 31 日（木）

今津税務署からのお知らせ
○復興特別所得税について
　平成 25 年分から平成 49 年分まで、復興
特別所得税（原則として各年分の所得税額の
2.1％）を所得税と併せて申告・納付すること
になります。このため、申告書の作成にあたっ
ては、「復興特別所得税」欄等の記載漏れがな
いようにご注意ください。

○贈与税の申告
　平成 27 年分の贈与税は、相続時精算課税の
適用要件と暦年課税の税率が改正されています。
　【申告期限】3 月 15 日（火）

○ご注意ください
　今津税務署の確定申告会場は、土曜日・日曜
日を除く２月 16 日（火）から３月 15 日（火）
の午前９時から午後５時まで開設します。
　なお、申告会場の混雑状況により早めに受付
を締め切る場合もございますので、ご了承くだ
さい。
　確定申告会場は混雑が予想されますので、国
税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」
のご利用をお勧めします。

会　　場 受付日時

マキノ支所 
（２階会議室）

３月２日 水
9 時 30 分～ 14 時

高島合同庁舎
（旧高島県事務所）

（２階２－Ａ会議室）
３月３日 木

9 時 30 分～ 14 時

安曇川公民館
（視聴覚室）

３月４日 金
9 時 30 分～ 15 時

新旭公民館
（３階３－Ａ会議室）

３月６日 日
10 時～ 14 時

朽木支所
（相談室、応接室）

３月８日 火
11 時～ 14 時

新旭公民館
（３階３－Ａ会議室）

３月９日 水
9 時 30 分～ 14 時

高島支所
（２階大会議室）

３月 10 日 木
9 時 30 分～ 14 時

対象 会　　場 交付日時

マキノ
今津

安曇川

マキノ支所
（２階会議室）

３月 16 日 水
9 時 30 分～ 11 時 30 分

高島合同庁舎
（旧高島県事務所）

（２階２－Ａ会議室）
３月 16 日 水

13 時 30 分～ 16 時

安曇川公民館
（視聴覚室）

３月 17 日 木
13 時 30 分～ 16 時

新旭
朽木
高島

新旭公民館
（３階３－Ａ会議室）

３月 17 日 木
9 時 30 分～ 11 時 30 分

朽木支所
（相談室、応接室）

３月 18 日 金
9 時 30 分～ 11 時 30 分

高島支所
（２階大会議室）

３月 18 日 金
13 時 30 分～ 16 時

　農業に軽油を使用されている方を対象に、次の日程で
「軽油引取税免税証」の申請受付および交付を行います。

申請日程 交付日程

滋賀県西部県税事務所高島納税課（高島市役所本庁内）　 （25）8012

ご注意ください
①申請受付はどこの会場でも手続きしていただけ

ます。できる限りこの機会に申請手続きをし
てください。

②申請期間中（３月２日～ 10 日）は、西部県税
事務所窓口（高島市役所本庁内）では申請で
きません。この期間に申請ができなかった場
合は３月 11 日以降に西部県税事務所窓口で申
請してください。その場合、申請時期によっ
ては交付が４月以降になることもありますの
でご了承ください。

③交付は、対象地域の３会場をご利用ください。
また、交付期間中に西部県税事務所窓口に受
け取りに来られても交付できません。

！

農業用軽油引取税免税証の申請受付を行います

申請に必要なもの
①免税軽油使用者証（以前から免税証の交付を

受けている方）
②印鑑（認め印可。共同申請者は全員の印鑑）
③前年度に免税証を受領している方は、消費状

況を記入した「免税軽油の引取り等に係る報
告書」と納品書等

④今年耕作される田畑の面積を確認できる書類
（昨年の水稲共済細目書等）
⑤次に該当する場合は、手数料４６０円
・初めて免税軽油使用者証の交付を申請する方
・免税軽油使用者証の更新手続きが必要な方
（すでにお持ちの使用者証の有効期限が、平
成 29 年３月 30 日までの方）

・免税軽油使用者証の記載事項に変更がある方
（経営委譲による経営者の変更、使用機械の
変更・追加など）

　なお、機械の変更・追加がある場合は、新し
い機械の名称、型式、馬力数を調べておいて
ください。

交付時に必要なもの
　印鑑、受付票

対象者
　今お持ちの免税証の有効期限が、平成 28 年３
月 31 日までの方。
　有効期限が４月以降の方は、４月以降に西部県
税事務所窓口で手続きをしてください。
　なお、国税または県税、市税の滞納処分を受け、
滞納処分の日から２年を経過しない場合は免税証
の交付はできません。（共同申請の場合は構成員、
法人の場合は役員に滞納処分を受けた方がいる場
合に交付できません。）　　　　
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市
で
は
平
成
25
年
４
月
に
、
福
井

県
に
立
地
す
る
高
浜
原
発
以
外
の
原

子
力
発
電
施
設
に
関
し
、
事
業
者
と

の
間
に
直
接
安
全
協
定
を
締
結
し
ま

し
た
。
し
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し
、
高
浜
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発
の
み
協
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が
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で
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お
ら
ず
、
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れ
ま

で
２
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す
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今
回
、
市
が
事
業
者
と
の
間
に
直

接
協
定
を
締
結
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
も
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の
、
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と
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者
と
の
協
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に
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づ
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と
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に
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書
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し
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書
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内
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ま
た
、
現
在
、
国
道
１
６
１
号
バ

イ
パ
ス
の
安
曇
川
大
橋
以
南
で
は
、

青
柳
北
交
差
点
の
改
良
工
事
が
今
年

度
末
の
完
了
を
目
指
し
て
進
ん
で
い

ま
す
。
昨
年
末
に
は
、
あ
ら
た
め
て

国
交
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に
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、
こ
れ
に
続
く
交
差

点
改
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、
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松
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防
災
対
策
や
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
、

た
ゆ
ま
ぬ
交
渉
と
取
り
組
み
の
積
み

重
ね
で
す
。

　

引
き
続
き
、
高
島
の
安
全
対
策
を

高
め
る
た
め
、
取
り
組
ん
で
参
り
ま

す
。

防
災
・
安
全
対
策
の

新
た
な
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
へ

福

井

正

明
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　誰にとっても生まれ育った土地というものは、少
なからず愛着がありますよね。え、ない？　本当で
すか？
　私の出身は長崎県佐世保市。海と島と異国情緒漂
う街です。でも「故郷は？」と聞かれると、せいぜ
い小中学校の校区内と答えるでしょう。山と洞穴と
縄文史跡の町。佐世保のイメージとは正反対の地味
な町です。初見では素晴らしいと言い難い所ですが、
私は胸を張って言いましょう「わが故郷は美しい」
と。幼少期に歩けた、見てきた、手の届いた範囲。
だからこそ束の間、ふとした瞬間の美しさを見るこ
とができていたんでしょうね。
　数年前、各地で市町村合併が進み自治体の枠組み
は変わりました。ですが、なにも大きな自治体を無
理に故郷と定義づける必要はありません。
　春はつくしまみれのあぜ道があって、夏の夜はか
えるの大合唱、秋は果樹の甘い香りが充満し、冬は
家の窓が絵画の額縁に変化する。そんなご近所の何
気ない美しさに誇りを持てれば、それでいいと思い
ます。

「わが故郷は美しい」

【さいじ】歳時　催事　細事 etc…
移ろいや催し、日々感じる細々したことを
地域おこし協力隊の感性で徒然伝えていく
コーナーです。

地域おこし協力隊
太田　彩

指
定
管
理
者
を
指
定
し
ま
し
た

地域の担い手の受け入れ方
～移住・定住を進める勉強会～

　
平
成
28
年
３
月
末
で
指
定
期
間
が
終
了
す
る
12
施
設
に
つ
い
て
、

平
成
27
年
12
月
高
島
市
議
会
定
例
会
の
議
決
を
経
て
、
平
成
28
年
４

月
か
ら
の
指
定
管
理
者
を
指
定
し
ま
し
た
。

　
各
施
設
の
指
定
管
理
者
は
、
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　人口減少社会が進むにつれ、地域の後継者不
足が深刻な問題となりつつあります。今後の高
島市においても、私たちの生活環境やサービス
を維持していくためには、共に地域の課題を解
決していくことのできる「新たな地域の担い手」
を招き入れることが重要です。
　彼らを受け入れるために私たち住民にできる
ことは何があるでしょうか。彼女らと共に地域
の課題を解決していくうえで、私たち住民には
どのような視点が必要でしょうか。みんなで考
えてみましょう。
　講師には、和歌山県那智勝浦町で新規定住者
の受入を行い、地域活動に結び付ける活動をさ
れている原和男さんをお招きします。

日　時　２月２８日 日　16 時～
場　所　安曇川公民館
ゲスト　原　和男さん
　　　　那智勝浦町色川地域振興推進委員会　会長 
　参加ご希望の方は、住所、氏名、年代、連絡
先をお知らせください。

▼指定期間　平成 28 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの５年間

行
財
政
改
革
課
　
（
２
５
）
８
０
１
３

・ 企画調整課　 （２５）８１１４

施設名 指定管理者 募集方法
高島横山集会所 横山区

非公募
朽木荒川集会所 荒川区
朽木惣田集会所 荒川惣田区自治会
弘川会館 弘川区
高島市畑の棚田ふれあい交流施設 畑区
高島市安曇川障害者デイサービスセンター 社会福祉法人たかしま会

公募

高島市新旭水鳥観察センター 株式会社モアイ

高島市高島Ｂ＆Ｇ海洋センター オオヤマホールディング
株式会社

高島市新旭森林スポーツ公園 一般社団法人
いまづジョイナスクラブ

高島市道の駅施設「藤樹の里あどがわ」一般財団法人
朽木むらおこし公社

たいさんじ風花の丘 たいさんじ風花の丘協議会

高島市森林公園くつきの森 特定非営利活動法人
麻生里山センター

　
例
年
、
早
春
の
時
期
、
人
生
の

節
目
を
迎
え
る
こ
と
が
多
い
時
期

に
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
わ
れ
る

方
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
周
囲
の
人
か
ら
の
、
温
か
い
声
か

け
と
見
守
り
、
必
要
な
専
門
機
関
へ
の

つ
な
ぎ
な
ど
が
大
き
な
支
え
と
な
り
ま

す
。
決
し
て
一
人
で
は
な
い
、
誰
か
力

に
な
っ
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
こ
と
が
、
生
き
る
希
望
と
な
り
、
生
き

る
た
め
の
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。

　
ひ
と
り
で

　
悩
み
を
抱
え
こ
ま
な
い
で

　

悩
み
に
は
解
決
の
糸
口
が
あ
る
は
ず
で

す
。
抱
え
込
ま
ず
、
ま
ず
は
誰
か
に
話
す
こ

と
が
大
切
で
す
。
気
持
ち
が
き
っ
と
楽
に
な

り
ま
す
。
自
分
で
は
気
が
つ
か
な
い
こ
と
や

障
が
い
福
祉
課
　
（
２
５
）
８
５
１
６

　

健
康
推
進
課　
　
（
２
５
）
８
０
７
８

○高島保健所　　☎（２２）２４１９
○県立精神保健福祉センター　  ☎０７７（５６７）５０１０
○高島市役所　障がい福祉課　　　
　　　　　　　健康推進課
　　　　　　　（新旭保健センター）　　
　　　　　　　　マキノ保健センター
　　　　　　　今津保健センター
　　　　　　　安曇川保健センター
　　　　　　　高島保健センター
　　　　　　　朽木保健センター　　　　
　

☎（２５）８５１６
☎（２５）８０７８

☎（２７）１１２８
☎（２２）５１０１
☎（３２）４４１３
☎（３６）８００８
☎（３８）３１１１

心
や
体
の
不
調
の
相
談

○滋賀いのちの電話
　　☎０７７（５５３）７３８７
　　　金～日　10 時～ 22 時
○こころの電話相談
　　☎０７７（５６７）５５６０　
　　　月～金　10 時～ 12 時、13 時～ 21 時
         　（祝日・年末年始を除く）
○高島こころのつえ相談室
　　☎０１２０（８７４）７５６
　　　水・木　13 時～ 17 時
　　　（祝日・年末年始を除く）

相談内容や秘密は厳守します。あなたは決して一人ではありません。

心
の
悩
み
の
相
談

心の悩みや困ったときの相談窓口

解
決
策
が
み
つ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
相

談
す
る
人
が
み
つ
か
ら
な
い
時
は
、
下
記
の

専
門
の
相
談
窓
口
な
ど
を
利
用
し
て
く
だ
さ

い
。

　
お
た
が
い
さ
ま
の
気
持
ち

　
誰
か
に
サ
ポ
ー
ト
を
求
め
て
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
は
、
大
切
な
生
き
る
力
の
一
つ
で

す
。
迷
惑
な
こ
と
で
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
も
し
も
誰
か
か
ら
相
談
を
受
け
た
り
、
自

分
の
気
持
ち
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
り
し
た

ら
、
温
か
い
気
持
ち
で
接
し
て
く
だ
さ
い
。

日
ご
ろ
の
つ
な
が
り
が
、
い
の
ち
を
支
え
る

大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。

　 　
悩
ん
で
る
人
に
気
付
い
た
ら
？

　
い
ろ
ん
な
問
題
が
重
な
り
、
自
分
一
人
で

は
ど
う
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
、｢

ど
う
し

た
の
？｣

と
声
を
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ア
ド
バ
イ
ス
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ

の
人
の
話
に
耳
を
傾
け
、
う
な
ず
く
だ
け
で

も
十
分
で
す
。｢

あ
な
た
は
決
し
て
一
人
で

は
な
い｣

と
い
う
こ
と
を
感
じ
て
も
ら
う
こ

と
が
大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
必
要

に
応
じ
て
、専
門
機
関
へ
つ
な
ぎ
ま
し
ょ
う
。

気づいてください
このサイン

　次のようなサインが数多くある場合は、

自殺の危険が迫っており、より注意が必要

です。

□ うつ病の症状（気分が沈む、自分を

　 責める、決断ができないなど）

□ 原因不明の身体の不調が長引く

□ 酒量が増える
□ 安全や健康が保てない

□ 仕事の負担が急に増える、

　 大きな失敗をする、職を失う

□ 職場や家庭でサポートが得られない

□ 本人にとって価値のあるもの

　（地位・家族・財産など）を失う

□ 重症の身体の病気にかかる

気づいてください

命を守るため、私たちに

できることがあります

  大切な人の心の声に耳を傾けてみませんか？ 
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